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今回は「保険証券」の話をしてみたい。 

保険契約も一般の契約と同様、契約当事者間の申込と承諾というふたつの意思表示が合致すること

により成立する1。契約の成立に当たっては特に一定の形式を要求されないことが原則である2。たと

えばスーパーで買い物をするのは売買契約となるのだが、契約書を締結することはおよそ行われない。

一方で、重要な契約ではこの二つの意思の合致を証拠として残すために、契約当事者が署名捺印する

いわゆる契約書が作成される。たとえば、不動産の賃貸借などでは不動産賃貸借契約書が作成され、

賃貸人と賃借人が署名押印をする。 

さて、保険契約であるが、保険証券は契約当事者である保険契約者と保険会社の双方が署名押印す

る書面ではないため、いわゆる契約書ではない。保険契約締結に至る流れとしては、保険契約者の申

込の意思表示を申込書で行うことから始まり、保険会社からの承諾の意思表示を保険証券を送付する

ことで完結する。保険証券は保険契約の内容である保険種類や保険金額、保険期間等を記載した保険

会社から提供される書面である。 

ところで、保険証券という用語は旧商法下におけるもので、保険法では使われていない。保険法で

は以下の通り規定されている。 

 

保険法第 40条 保険者は、生命保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲

げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 

一 保険者の氏名又は名称 

二 保険契約者の氏名又は名称 

三 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項（以下略） 

 

                                                
1 他人の生命の保険契約において有効に死亡保険契約が成立するには被保険者同意が必要となることについては第二回を参

照。 
2 ただし、たとえば保証契約は書面によらなければその効力を生じない(民法第 446 条第 2 項)といったものもある。 
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旧商法と大きく異なる点は二点である。①旧商法では保険証券を保険契約者から請求があった場合

にのみ交付すべき義務として定めていたのを、保険契約者からの請求如何に関わらず交付すべきもの

としたこと、②保険証券との用語をやめて単に書面にしたこと、である。 

この改正によって実務は影響を受けないと考えられている。①について、旧商法下でも生命保険会

社は保険契約者の請求の有無に関わらず、一律に保険証券を交付することとしており、そのような実

態を受けて法改正がなされた。なお、当条文は任意規定であり、保険証券または書面を交付しない合

意があれば交付しないことも許される3。したがって電子データ提供により契約内容を通知することで

書面にかえることもできる。②について、旧商法下でも保険証券といった法律上の文言によって特定

の法的性格が導かれるという関係にはなかった。たとえば株券や小切手のように権利移転や権利行使

にあたっては証券の提示や交付を要する「有価証券」という性質のものがあるが、保険証券は「有価

証券」には該当せず、保険金請求等に当たって一応の権利の正当性を示す書面(証拠証券)としての意

味しか持たなかった。このような解釈は保険法のもとでも維持されている4。 

 

近時焦点が当たっているのは、保険契約の成立時期である。前述の通り、契約は申込と承諾が合致

することによって有効に成立する。現行民法では原則として意思表示は相手方に到達した時点で効力

を生ずることとなっている（到達主義、民法第 97条第 1項）。申込はこの原則通り、相手方に到達し

たときに効力を生ずる。一方、現行民法では承諾の意思表示については発信したときに効力を生ずる

との特例を設けている（発信主義、民法 526条）。 

この点に関し、約款では「当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これ

をもって承諾の通知とします」とするのが通例と思われる5。この場合、保険証券発送時をもって保険

契約が成立することになる。証券を発送した事実が明らかであれば、証券不着は契約の成立に影響し

ないことになる（図表１）。 

【図表１】 

  

ところが、2020年施行予定の改正民法（新債権法）においては、承諾の意思表示の発信主義の特例

                                                
3 萩本修「一問一答保険法」（商事法務 2009 年 5 月）ｐ65 参照。 
4 たとえば山下友信「保険法(上)」(有斐閣 2018 年 6 月)p363 参照。保険会社が保険証券を確認し、提出した者を権利者とし

て弁済等を行えば、たとえ権利者でなかったとしても免責されるという意味で免責証券性も認めるのが通説であるが、疑問

も呈されている。 
5 第一生命契約基本約款第 3 条第 4 項 http://dl-shiori.jp/shiori/no01/1901/01.pdf  
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が削除され、意思表示そもそもの原則である到達主義に変更されることになった。したがって改正民

法のもとでは、前記約款条項において、保険契約の成立時点は保険証券が保険契約者に届いた時点と

なる。保険証券が不着の場合、法的には保険契約がいつまでも成立しないことになる（図表２）。 

【図表２】 

 

 

手がかりになりそうなのは、約款には住所変更通知を保険契約者が怠った場合には、保険会社から

の通知が到達しなかったときでも通知が到達したとみなす条項が規定されている点である。しかし、

保険証券不着の原因は住所変更の通知を行わなかったということだけではないと思われ、また契約成

立後の規律である約款規定で契約成立についての効果を定めるには無理があるとの指摘も考えられ

る。 

そこで、この点への対応として、承諾の発信主義を維持すべく申込書等に記載することを提案する

ものがある6。保険証券発送時には保険契約者から既に第一回保険料相当を支払い済みであるか、ある

いは近時増加している保険料のカード払いであっても既に保険契約者は保険料を支払ったという感

覚が強いであろうから、早期に契約を成立されることが望ましいと考えられ、このような提案に筆者

としても賛成したい。 

いずれにせよ実務上は保険証券不着の場合、保険会社が事情を確認したうえで証券を届けるので、

大きな問題とはなりにくいとは思われる。 

なお、一部の保険会社では、保険証券という文言をやめてしまい、法律通り、単に書面（「契約締結

時の書面」）とするものがある7。この会社では加入後の諸手続きにあたって契約締結時の書面を必要

書類としない8ことともしており、デジタル化社会、ペーパーレス社会の中で注目される動きである。

このような取扱のもとにあっては、契約成立時の書面は契約の成立の通知（承諾の意思表示）として

の意味しか持たず、証拠証券としての性格もないと解されることになりそうである。 

 

ところで、保険業法第 300 条の 2では変額年金や外貨建て保険など市場変動により損失が生ずるお

それがある「特定保険契約」について、金融商品取引法を準用している。「特定保険契約」が締結さ

                                                
6 吉田哲郎「生命保険会社における改正債権法への実務対応」金融法務事情 2088 号 2018.4.25、ｐ12 参照 
7 日本生命契約基本約款第 3 条第 1 項 
8 みらいのカタチ別表 1 参照。また、ネット型保険会社も保険証券を請求書類としていない。 
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れたときには契約締結時交付書面を交付することが求められている（準用金融商品取引法第 37条の 4

第 1項）。 

契約締結時交付書面として交付する保険証券には一定の記載をしなければならない（保険業法施行

規則第 234条の 25第 1項）とされている。そして、準用金融商品取引法第 37条の 4第 1項に反して、

書面交付を行わなかった場合には、罰則が課される（保険業法第 319条第 12号）。 

前述の通り、保険法 40条にある保険証券の交付義務は一般に任意規定と解されており、合意があれ

ば交付しないとすることも可能であるが、特定保険契約についてだけは準用金融商品取引法によって

罰則を持って交付を要求されている点に注意が必要である。 

 

筆者が地方支社に勤務していた頃、顧客が大切に保険証券を保管していただいている場面に立ち会

ったことが何度かあった。また、家族が亡くなった際に保険証券が金庫から出てきて、保険金を受け

取ることができたという話も聞いた。 

パソコンやスマホの中で完結する取引の登場とともに、デジタル遺品という用語も出てきており、

それらを遺族が取り出せなくなる事態が発生している。手続きの簡素化という面では保険証券または

書面を要求しないということは顧客志向であり合理的といえるが、契約締結時や、年に一回など定期

的に書面を交付するといったことは、保険業界においては今後とも維持すべきであると思われる。 

 


